
令和２年度 東近江行政組合会計年度任用職員募集要項 

１ 募集職種 総括管理課 事務員（パートタイム） 

２ 採用予定人数 １人 

３ 任用期間 

 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

※採用後１箇月は、条件付き採用期間とする（再度の任用の場合も同じ。） 

※勤務実績等に基づく再度の任用の可能性あり。ただし、公募によらない再度の任用は２回まで。 

４ 職務内容 

 

 

 

・一般事務 

・東近江観光振興協議会事務局の運営全般 

(関係機関との調整、会議の開催、事業の実施、会計処理等) 

・その他所属長の指示する業務  

 

 

 

 

５ 免許・資格・経験 

・パソコン操作経験（ワード、エクセル） 

・普通自動車運転免許（AT限定可） 

 

地方公務員法第１６条に定める以下の欠格条項に該当しないこと 

➀禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

②東近江行政組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

６ 募集対象年齢 不問 

７ 勤務場所 東近江行政組合事務局（東近江市東今崎町５番３３号） 

８ 勤務日 

勤務時間 

月曜から金曜まで（祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日を除く） 

午前９時から午後５時１５分まで (７時間１５分) 

９ 報酬、手当 

※翌月21日支払い 

(週休日の場合は前日) 

月額 １５８，７２０円から１９３，０７０円 

通勤手当(費用弁償)・・本行政組合規則に基づき支給（上限３１，６００円） 

時間外手当・・本行政組合規則に基づき支給 

期末手当年 １．６９月分（６月０．３９月分、１２月１．３月分） 

（任期の定めが６箇月以上かつ1週間の勤務時間が１５時間３０分以上の者で、基準日に在職してい

る場合に支給） 

※令和元年度から引き続き会計年度任用職員として任用される場合は、令和元年度の勤務条件を考慮

し、報酬等を決定します。 

１０ 年次有給休暇 

及び特別休暇 

本行政組合規則により一会計年度ごとに在職年数と勤務期間に応じて付与 

※令和元年度から引き続き会計年度任用職員として任用される場合は、令和元年度までの引き続いた

勤務期間を通算します。 

１１ 加入保険等 社会保険・雇用保険 

勤務中の災害は本行政組合の公務災害補償等に関する条例による 

１２ 服務 地方公務員法に規定する服務及び懲戒の対象となります 

１３ 選考日、場所 令和２年３月５日（木）１０時から 

東近江行政組合５階委員会室  （東近江市東今崎町５番３３号） 

１４ 選考の方法 口述試験（面接） 

１５ 選考当日持ち物 ①履歴書（写真添付のこと）②運転免許証の写し 

１６ 結果の通知 ３月中旬から下旬に郵送で通知します(電話での問い合わせには、お答えできません) 

１７ 受験申し込み 「東近江行政組合会計年度任用職員採用試験受験申込書」（本行政組合ホームページからダウンロー

ドできます）にて東近江行政組合総括管理課にお申し込み下さい。(郵送可)  

受付期間：令和２年２月２５日（火）から２８日(金)（９時から午後５時までの間） 

        ※郵送の場合は、上記受付期間内の必着とします 

１８ 問合せ先 東近江行政組合 総括管理課 

電話 ０７４８-２２-７６２０ 

 

https://www.eastomi.or.jp/r2-kaikeinenndo-mousikomi.pdf

